
・
専
門
家
の
各
地
へ
の
派
遣

・
農

業
関

係
者

・
福

祉
関

係
者

を
対

象
と
し
た
福

祉
農
園
に
関
す
る
講
習
会

の
開

催
・
都
市
農
業
に
関
係
す
る
情

報
の

整
備

等

○
社
会

の
高

齢
化

・
成

熟
化

が
進

み
国

民
の

意
識

が
多

様
化

す
る
中

、
都

市
で
暮

ら
す

人
々

の
中

で
は

、
「
農

」
の

あ
る
暮

ら
し
を
楽

し
み

た
い
と
の

要
望

が
拡

大
。

ま
た
、

高
齢

者
や

障
害

者
の

介
護

・
福

祉
等

を
目

的
と
し
た
福

祉
農

園
に
対

す
る
ニ
ー

ズ
も
拡

大
。

○
こ
の

よ
う
な
要

請
に
応

え
る
た
め

､都
市

及
び

そ
の

近
接

地
域

を
対

象
と
し
て
、
ソ
フ
ト
・
ハ

ー
ド
の

両
面

か
ら
事

業
メ
ニ
ュ
ー

を
整

備
。
関

係
省

庁
と
の

連
携

プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
通

じ
、
交

流
農

園
や

福
祉

農
園

の
整

備
を
重
点
的
に
推
進
。

専
門
家
等
の
派
遣
活
動

○
「
農

」
を
楽

し
め
る
暮

ら
し
づ
く
り
に
必

要
な
以

下
の

施
設

の
整

備
を
支

援

「
農

」
の

あ
る
暮

ら
し
づ
く
り
整

備
対

策

◇
実
施
主
体
：
民
間
団
体
、
N
Ｐ
O
、
市

町
村

等

◇
補
助
率
：
定
額

（
上
限
1,
00
0万

円
）

◇
補
助
率
：
定
額
（
１
地
区
当
た
り
上
限
40
0万

円
）

◇
補
助
率
：
1/
2以

内
◇

実
施
主
体
：
農
園
開
設
予
定
者
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
特
例
子
会
社
、
社
会
福
祉
法
人
、
農
業
者
・
農
業
法
人
、
市
町
村
等

◇
実
施
主
体
：
民
間
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

○
都
市
の
住
民
が
「
農
」
と
触
れ
あ
う
機
会
を
増
や
し
て
い
く
た
め
、
住
民
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
農
業
者
等
が
取

り
組

む
多

様
な
活

動
や

付
随
す
る
簡

易
な
施

設
の

整
備

を
支

援

「
農

」
の

あ
る
暮

ら
し
づ
く
り
支

援
対

策
【
原

則
1～

2年
】

「
農

」
の

あ
る
暮

ら
し
づ
く
り
推

進
対

策

遊
水

機
能

の
優

れ
た
水

田
の
保
全
活
動

学
童
の
農
業
体
験
を
通

じ
た
食

育
の

推
進

福
祉
農
園
の
開
設
準
備

①
市
民
が
多
様
な
目
的
で
「
農
」

②
地
元
農
産
物
の
生
産
・
加
工
・

③
「
農
」
の
持
つ
公
益
的
機

と
関

わ
る
た
め
の

施
設

流
通

を
促

進
す
る
た
め
の

施
設

能
を
維

持
・増

進
す
る
施
設

【
原

則
1～

2年
】

既
存
施
設
を
利
用
し
た

学
童
農
園
の
立
ち
上
げ

【
原

則
1年

】

（
例

）
交

流
農

園
、
福

祉
農

園
、

教
育
農
園

の
整
備

（
例

）
販

売
強

化
促

進
施

設
の

整
備

（
例

）
防

災
兼

用
井

戸
の

整
備

「
農

」
の
あ
る
暮

ら
し
づ
く
り
交

付
金

○
写
真
等

送
り
手

側
（
学

校
）
を

中
心

に
支

援
【
活

動
支

援
、
情

報
提

供
等

】

文
科

省

小
学

校

各
省

連
携

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

○
高
齢
者
や
障
害
者
を
対
象
と
し
た
福
祉

農
園

の
拡

大
・
定

着
が

図
ら
れ

る
よ
う
、

厚
生
労
働
省
と
連
携
し
て
支
援

活
動
拠
点
施
設
の
整
備

高
齢

者
生

き
が

い
農
園
の
整
備

■
厚

生
労

働
省

・
高

齢
者

・
障

害
者

の
活

動
の

拠
点

と
な

る
福

祉
施

設
の

整
備

を
支
援

・
農
家
等
と
福
祉
施
設
の
連
携
を
支
援

○
都
市
の
住
民
が
日
常
生
活
の
中
で
「
農
」

を
楽

し
め
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
、

国
土
交
通
省
と
連
携
し
て
支
援

交
流
農
園
の
整
備

■
国

土
交

通
省

・
生
産
緑
地
の
買
取
に
よ
る
農
業
公
園
の

整
備
を
支
援

・
都
市
機
能
の
集
約
に
伴
う
郊
外
部
で
の

建
物
の
除
去
を
支
援

建
物
の
除
去

引
き
続
き
本
交
付
金
に
よ

り
市

民
農

園
等

を
整

備

重 点 実 施

■
農

林
水

産
省

・
福

祉
農

園
の

開
設

・
整

備
を
支
援

・
福
祉
・
農
業
関
係
者
を
対
象
と
し
た
研
修

会
の

開
催

、
農

業
専

門
家

の
派

遣
等
を
支
援

○
「
農

」
の

あ
る
暮

ら
し
づ
く
り
に
向

け
た
全

国
の

活
動

を
支

援

「
農
」
を
楽
し
め
る
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
農
」
と
福
祉
の
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■
農

林
水

産
省

・
地

方
自

治
体

に
お
け
る
、
円

卓
会

議
等

で
の

住
民

参
加

に
よ
る
計

画
策

定
を
支
援

・
交

流
農

園
、
農

産
物

直
売

所
等

の
整

備
を
支
援

【
平

成
2
6
年

度
予

算
額

：
5
8
０
（

5
5
０
）

百
万

円
】

1
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事
業

実
施

主
体

都
道
府
県
、
市
町
村
、
農
業
協
同
組
合
、

土
地
改
良
区
、
漁
業
協
同
組
合
、
森
林

組
合

、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
、
農

林
漁

業
者

等
の

組
織

す
る
団

体
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ事

業
者

等

農
山

漁
村

活
性

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
支

援
交

付
金

○
農
山
漁
村
活
性
化
法
に
基
づ
き
市
町
村
等
が
作
成
し
た
定
住
・
交
流
促
進
の
た
め
の
活
性
化
計
画
の
実
現
に
必
要
な
施
設
整
備
を
中
心
と
し

た
総
合
的
な
取
組
を
支
援

○
重
点
対
策
と
し
て
、
各
省
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
、
福
祉
・
教
育
・観

光
等
と
連
携
し
た
都
市
と
農
山
漁
村
の
共
生
・
対
流
等
を
推
進

農
林

水
産

物
集

出
荷

貯
蔵

施
設

区
画

整
理

、
農

業
用

用
排
水

路
、

育
苗

施
設
、

農
林

水
産

物
処
理

加
工

・
集

出
荷
貯

蔵
施

設
等

簡
易

給
排

水
施

設
、

防
災
安

全
施

設
、

農
山

漁
村

定
住

促
進

施
設

等
廃

校
・
廃

屋
等

改
修

交
流
施

設
、

農
林

漁
業
体

験
施

設
、

地
域
連

携
販

売
力

強
化
施

設
等

生
産

基
盤

及
び
施

設

農
林
漁
業
の
振
興
を
図
る
生
産
基

盤
・
生
産
施
設
の
整
備
を
支
援

良
好

な
生

活
の

場
で
あ
る
農

山
漁

村
の
生
活
環
境
整
備
を
支
援

都
市

住
民

の
一

時
的

・
短

期
的

滞
在

の
為
の
交
流
拠
点
の
整
備
を
支
援

農
林

水
産

省

計
画

主
体

（
都

道
府

県
又

は
市

町
村

）

①

活 性 化 計 画

等 の 提 出
②

交 付 金 の

交 付

④
③

工 事 の 完 成

報 告
交 付 金 の

配 分

生
活

環
境

施
設

地
域

間
交

流
拠

点
資

源
の

有
効

利
用

等

簡
易

給
水

施
設

地
域

連
携

販
売

力
強

化
施

設

資
源
の
有
効
利
用
を
確
保
す
る
た

め
の
施
設
の
整
備
を
支
援

地
域

資
源

循
環

活
用

施
設

遊
休

農
地

解
消

支
援

、
地
域

資
源

循
環

活
用
施

設
、

新
規

需
要
米

生
産

製
造

連
携
施

設
、

集
落

拠
点
強

化
施

設
等

○
小
学
５
年
生
を
中
心
と
し
た
農
山
漁
村
で
の
宿
泊
に
よ
る

自
然

体
験

や
農

林
漁

業
体

験
等

を
推

進
・
受
入
側
の
宿
泊
体
験
施
設
・
教
育
農
園
等
の
充
実
・
整
備

○
地
域
の
創

意
工
夫
等
に

よ
る
活

性
化
計

画
の

策
定
・
提
出

子
ど
も
農
山
漁
村
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

各
省
と
の
連

携

■
文
部
科
学

省
：
送
り
手

側
(
学
校
)
へ

の
宿
泊
体
験

活
動

等

■
総

務
省
：
送
り
手

・
受
入
側
の

地
方
自
治
体

へ
の

特
別
交
付
税

措
置
等

「
農
」
と
福
祉
の
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

■
厚
生
労
働

省
：
活
動
の

拠
点
と
な
る

福
祉
施
設
の

整
備
、

農
家
等
と
福

祉
施
設
の
連

携
を
支
援

各
省
と
の
連

携

空
き
家
・
廃
校
活
用
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

○
高
齢
者
等
を
対
象
と
し
た
福
祉
農
園
の
拡
大
・
定
着

・
高
齢
者
の
生
き
が
い
等
を
目
的
と
す
る
農
園
等
の
整
備

各
省
と
の
連

携

■
総

務
省
：
過
疎
地

域
の
活
性
化

へ
の
取
組
支

援
○

農
山

漁
村

の
空

き
家

・
廃

校
等

地
域

資
源

を
活

用
し
、
田

舎
暮
ら
し
希
望
者
の
受
け
皿
や
多
機
能
な
施
設
と
し
て
住

み
よ
い
環

境
づ
く
り
を
推

進

・
既
存
施
設
の
再
編
等
を
組
み
合
わ
せ
た
多
機
能
な
集
落

拠
点
強
化
施
設
等
の
整
備

■
国
土
交
通

省
：
｢
小
さ
な

拠
点
｣
形
成
の

ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
づ
く
り

等

■
文
部
科
学

省
：
廃
校
に

係
る
情
報
提

供
等

■
厚
生
労
働

省
：
廃
校
等

を
活
用
し
た

高
齢
者
関
係

施
設
、

児
童
福
祉
施

設
等
の
整
備

○
計
画
主
体

に
対
し
て
、

交
付
対
象
施

設
整
備
費
の
概

ね
１

／
２
以
内
で

交
付

○
地
域
の
実

情
に
応
じ
て

複
数

年
（
５
年

以
内

）
の
計
画
策

定
が
可
能

○
地
域
独
自

の
提
案
メ
ニ

ュ
ー
も
支
援

交
付
金
の
流
れ

交
付
金
の
特
徴

交
付
金
対
象
施
設

重
点
対
策
と
し
て
の
各
省
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

【
補

助
率

：
定

額
（
定

額
、
１
／

２
等

）
】

【
平

成
２
６
年

度
予

算
額

：
６
,5

４
0
（

６
,２

３
3
）

百
万

円
】

2
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９ 障害福祉サービス事業所等の整備及び適切な運営等について 

 

 

（１）短期入所サービスの整備促進について 

短期入所については、第３期障害福祉計画における平成 25 年度整備目標

が 4.3 万人であるのに対し、平成 25 年９月の利用者数は 3.7 万人であり、

今後さらなる整備が必要である。 

このうち、医療ニーズの高い重度の障害児者が地域で安心して暮らしてい

く上で、介護者が病気等になった時や一時的な休息を取るための短期入所  
サービスの充実を図っていくことは極めて重要である。  
このため、医療機関においても、医療型短期入所として短期入所サービス

の実施を可能としており、平成 24 年度より、法人格を有さない医療機関に

ついても短期入所の指定を受けることができる仕組みを整えているととも

に、超（準）重症心身障害児・者等の重度者を受け入れた場合における加算

を設け実施しているところである。 

こうした取組により、平成 25 年 10 月における医療型短期入所の事業所数

は、平成 23 年 10 月と比べ約 20％の増加となっているが、最近はほぼ横ばい

となっている。 

依然として医療型短期入所はニーズが高いサービスであることから、各都

道府県等においては、引き続き地域における実情等を適切に把握し、その実

情等を踏まえ、医療ニーズの高い障害児者に対して適切な支援が行われるよ

う、医療機関の協力を得ながら、必要な短期入所サービスの整備に努められ

たい。 

 

（参考）医療型短期入所の事業所数（障害保健福祉部障害福祉課調べ） 

時点  23 年 10 月  24 年４月  24 年 10 月  25 年４月  25 年 10 月  

箇所数  278 319 328 331 327 

 
 また、短期入所のうち単独型短期入所は、通い慣れた生活介護事業所等の 

日中活動事業所や、身近な地域の事業所において短期入所サービスを利用す

ることができるという利点があり、平成 24 年度報酬改定における単独型加

算の引上げ等を通じて事業の整備促進に取り組んできたところである。 

さらに、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護職員等

が喀痰吸引等の研修を受講することで、喀痰吸引等の医療的ニーズのある障

害児者について、単独型短期入所を始めとする福祉型短期入所サービス事業

所による受入れが可能となることから、今後の整備において、単独型短期入

所の整備促進について特に積極的な取組を進められたい。 

 

（２）今冬のインフルエンザ対策について 

－38－



季節性のインフルエンザ等は毎年冬期に流行を繰り返しており、社会福祉

施設等においては、集団感染等に対する十分な注意が必要とされている。 

このため、都道府県等におかれては、社会福祉施設等へ必要な情報を適宜

提供するとともに、「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対

策の推進について」（平成 25 年 11 月 20 日厚生労働省雇用均等・児童家庭

局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画

課長、老健局総務課長連名通知）等を参考に、衛生部局、保健所及び市町村

とも連携しつつ、適切な対応をお願いしたい。  
 

 

（３）障害者自立支援給付費負担金の適正な執行について 

   障害者自立支援給付費負担金の執行に関し、平成 25 年 11 月に国会へ提出

された平成 24 年度決算検査報告において、 

  ・対象経費を二重に計上する 

  ・「定員超過減算」を行うべきところ、減算をせずに算定を行う 

  などにより、本負担金の経理が不当と認められるとの報告がなされたこと

は、誠に遺憾である。 

   ついては、各都道府県におかれては、管内市町村に対して適正な事務処理

を指導するなど、本負担金の適正な執行に努められたい。 

 

 （参考） 

  会計検査院ＨＰ： 

（障害者自立支援給付費負担金） 

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary24/pdf/fy24_futo_031.pdf 

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary24/pdf/fy24_futo_039.pdf 

 

 

（４）障害者施設等の防災対策等について   

 ①防災対策について 

障害者支援施設等の入居者の多くは自力避難が困難な者であることか

ら、都道府県におかれては、次の事項にご留意の上、施設の防火安全 

対策の強化に努めるよう、管内の障害者支援施設等に対して指導すると

ともに、特に指導監査等に当たって重点的な指導を行うようお願いしたい。 

   ア 火災発生の未然防止 

   イ 火災発生時の早期通報・連絡 

   ウ 初期消火対策 

   エ 夜間防火管理体制 

   オ 避難対策 
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   カ 近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保 

   キ 各種の補償保険制度の活用 

 

 

 

 

 

 

 

②社会福祉施設の土砂災害対策の徹底について 

社会福祉施設等の土砂災害対策の推進については、「災害時要援護者

関連施設に係る土砂災害対策における連携の強化について」（平成22年

７月27日付け社援総発0727第１号 国河砂第57号 厚生労働省社会・援護

局総務課長、国土交通省河川局砂防部砂防計画課長連名通知）により、

民生部局と砂防部局の連携による土砂災害対策の推進をお願いしている

ところであるが、昨年度、総務省行政評価局が社会福祉施設を始めとす

る災害時要援護者関連施設の土砂災害防止対策の実態把握を行った結果、

以下の課題が認められたところである。 

各都道府県におかれては、以下の課題及び対応を踏まえ、改めて砂防

部局や管内市町村と連携体制の強化をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総務省行政評価局による実態把握結果による課題と対応】 

○ 土砂災害のおそれのある災害時要援護者関連施設の的確な把握 

土砂災害のおそれのある箇所に立地する災害時要援護者関連施設の把握

漏れなどが４県で39施設あり。 

→ 土砂災害のおそれのある箇所及び災害時要援護者関連施設に関する情

報についての都道府県民生部局と都道府県砂防部局との情報共有を徹底

し、両部局において土砂災害のおそれのある災害時要援護者関連施設を

的確に把握しているかチェックすること。 

○ 土砂災害警戒区域における災害時要援護者関連施設の新設への適切な

対応  

土砂災害警戒区域内に新規立地されている例が４県で60施設、これらの

うち施設の新設計画者への情報提供等が実施されていない例あり。 

→ 土砂災害のおそれのある災害時要援護者関連施設の新設に対し適切に

対応するため、以下について徹底すること。 

① 都道府県民生部局は、申請書の提出を受けた時点にとどまらず、早期に

災害時要援護者関連施設（市町村管轄施設を含む。）の新設計画に係る情

報の入手に努めることとし、市町村が同情報を入手した時点で、当該情報

を都道府県民生部局に提供するよう市町村に依頼すること。  

②  上記①により情報を入手した際には、都道府県民生部局、都道府県砂防

部局及び市町村が連携し、土砂災害警戒区域に係る情報を同施設の新設計

画者に提供し、土砂災害に対する安全の確保の観点も加味した計画検討を

促すこと。 

 

（参考） 

・「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」 

    （昭和 62 年 9 月 18 日社施第 107 号厚生省社会局長、児童家庭局長

連名通知） 

・「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」 

    （平成 10 年 8 月 31 日社援第 2153 号、厚生省社会・援護局長通知） 
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また、地すべり防止危険区域等土砂等による災害発生のおそれがあると

して指定されている地域等に所在している社会福祉施設等においては、 

   ク 施設所在地の市区町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設へ 

の通知 

   ケ 施設の防災対策の現状把握と、情報の伝達、提供体制の確立 

   コ 入所者の外出等の状況の常時把握及び避難及び避難後の円滑な援護 

   サ  消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施設の

構造、入所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、避難後の

円滑な援護等を行うための協力体制の確保 

    等防災対策に万全を期すようお願いしたい。    

 

 

 

 

 

   

 

③大規模災害への対応について 

台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設レベルでの 

防災対策では十分な対応が困難であることから、市町村、消防署等関係

機関との十分な連携及び地域防災計画に基づく適切な防災訓練の実施な

ど、民生部局においても積極的な参画をお願いしたい。 

 また、障害者支援施設等は、災害時において地域の防災拠点として 

重要な役割を有していることから、社会福祉施設等施設整備費補助金を

活用した避難スペースの整備を進めるなどにより、今後も震災時等にお

ける緊急避難的な措置として要援護者の受入を積極的に行っていただき

たい。 

 

④障害者施設等の耐震化について 

    障害児者関係施設等の耐震化の状況については、25 年９月に公表され

た「社会福祉施設等の耐震化状況調査」では、24 年４月時点の耐震化率

は 78.9％となっており、社会福祉施設等全体（84.3％）を下回っている

状況である。障害児者関係施設等は自力で避難することが困難な者が多く

利用している施設であることから、全ての施設等において耐震化が図られ

ることが望ましい。 

 このため、耐震化率の低い状況となっている都道府県・指定都市・中 

核市にあっては、引き続き、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金（関

連資料③）の基金残高の活用を図るなどの上、計画的に耐震化整備が図

られるよう社会福祉法人等に対してご指導をお願いしたい。 

（参考） 

・「災害弱者関連施設に係る土砂災害対策の実施について」 

    （平成 11 年 1 月 29 日文施指第 53 号、社援第 212 号、11 林野冶第 172

号、建設省河砂発第 6 号、消防災第 8 号、文部省大臣官房長、厚生省

社会・援護局長、林野庁長官、建設省河川局長、自治省消防庁次長連

名通知）  
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耐震化整備を行う際、設置者負担の費用等の準備が出来ないため整備

が進まない社会福祉法人等にあっては、独立行政法人福祉医療機構にお

いて、社会福祉事業施設の耐震化整備に係る融資条件の優遇措置（融資

率の引上げ、貸付利率の引下げ）を 26 年度も引き続き実施することとし

ていることから、その活用についての周知も併せてお願いしたい。 

また、耐震診断費用については、国土交通省住宅局市街地建築課市街

地住宅整備室が所管する補助制度「住宅・建築物安全ストック形成事業

（社会資本整備総合交付金において実施）」（国土交通省 1/3、地方公共

団体 1/3、民間事業者 1/3）があるので、必要に応じて事業者に対する情

報提供等をお願いする。 

 

（５）東日本大震災からの復旧・復興等について 

①自治体負担分に対する財政支援の延長について 

東日本大震災により被災した障害福祉サービス等の利用者負担の免除

措置の取扱いについては、財政支援の期間を下記のとおり延長すること

としたので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようご配慮願

いたい。  
○対  象  者：東京電力福島第一原子力発電所事故により設定された避難指  

示区域等（※１）及び旧緊急時避難準備区域等（※２）の住  
民（震災発生後、他市町村に避難のため転出した住民を含む。） 

   （※１）帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、特定避難  
勧奨地点（ホットスポット）  

   （※２）旧緊急時避難準備区域、既に指定が解除された特定避難勧奨地点  
（ホットスポット）  

   ○対象となるサービス：介護給付費、訓練等給付費、障害児入所給付費等、  
障害児通所給付費等、補装具費等、障害児入所措置費、やむ  
を得ない事由による措置費  

○実施期間：平成 27 年２月末（サービス提供分）まで 

 なお、平成 26 年 10 月以降は財政支援の対象範囲を縮小し、旧緊急時  
避難準備区域等の上位所得層の住民を対象としない予定であるが、対象と  
なる上位所得層の住民に関する詳細については決まり次第別途お示しす  
ることとしているので、管内自治体への周知をお願いしたい。  
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１０ 規制緩和について 

 

 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者の受入事業について

[構造改革特区関係] 

平成 18 年５月より、構造改革特別区域法に基づく特例措置として、地方

公共団体が、構造改革特別区域計画の認定を受けた場合には、当該区域内

の介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業所において障害者を

受け入れる「指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者の受入事

業」を実施している。 

各地方公共団体におかれては、地域の実情を踏まえ、必要に応じて活用

されたい。 

 

①  事業の概要について 

居間及び食堂並びに宿泊室の面積、職員数について指定小規模多機能型

居宅介護の利用者数と障害児（者）の利用者数の合算数で「指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」を満たすこと、 

指定小規模多機能型居宅介護事業者が障害者関係施設から技術的支援を

受けること、また、必要な研修を受けた者が個別支援計画を策定すること

が、地方公共団体の構造改革特別区域計画中に定められていることを条件

として、小規模多機能型居宅介護を障害者が利用した際に、基準該当自立

訓練（機能訓練）又は基準該当自立訓練（生活訓練）として報酬を算定す

るものである。 

なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所における生活介護の実施につ

いては平成 22 年６月に、短期入所については平成 23 年６月に、児童発達

支援及び放課後等デイサービスについては平成 25 年 10 月に全国展開をし

たところである。 

 

②  今後について 

平成 24 年４月９日付け構造改革特別区域推進本部決定により、「個別

支援計画の策定が要件とされた平成 23 年６月以降、サービス利用実績の

ある事業所が累積で５か所になった時点で、弊害が生じていなければ評価

を経ることなく全国展開し、弊害が生じていれば改めて評価を行う。」と

されている。 

これに対し、平成 25 年６月１日時点の累積事業所数を調べたところ、

サービス利用実績のある事業所数は累積２であり、現時点では弊害の有無

を判断できるだけの実績が挙がっていない状況である。 

したがって、来年度以降も引き続き特区として継続し、事業所数が累積

で５か所になった時点で改めて弊害の有無について調査を行う予定であ

る。 
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（２）サービス管理責任者資格要件弾力化事業について[構造改革特区関係] 

平成 22 年９月より、構造改革特別区域法に基づく特例措置として、地方

公共団体が、構造改革特別区域計画の認定を受けた場合には、当該区域内

の事業所におけるサービス管理責任者の資格要件を緩和する「サービス管

理責任者資格要件弾力化事業」を実施している。 

各地方公共団体におかれては、地域の実情を踏まえ、必要に応じて活用

されたい。 

 

①  事業の概要について 

地方公共団体が、サービス管理責任者の確保が困難であるため、障害福

祉サービスの提供が困難であると認めた場合（当該構造改革特別区域の属

する都道府県の知事が、当該構造改革特別区域内の事業所において、サー

ビス管理責任者の確保が困難であるため、障害福祉サービスの提供が困難

であると認めた場合に限る。）に、「指定障害福祉サービスの提供に係る

サービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」（ 平成 18 年厚

生労働省告示第 544 号）において定めているサービス管理責任者の実務経

験年数の要件のうち、通算５年以上と規定されているものについて通算３

年以上に、通算 10 年以上と規定されているものについて通算５年以上に

それぞれ緩和するものである。 

 

②  今後について 

平成 25 年５月 17 日付け構造改革特別区域推進本部決定により、「関係

府省庁において、サービス管理責任者養成研修のあり方について検討を加

え、当該見直しによる効果が発現すると見込まれる平成 27 年度に改めて

評価を行うこと。」とされている。 

したがって、来年度以降も引き続き特区として継続し、平成 27 年度に

改めて評価を行う予定である。 

 

（３）児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業について

[構造改革特区関係] 

平成 24 年４月より、構造改革特別区域法に基づく特例措置として、地方

公共団体が、構造改革特別区域計画の認定を受けた場合には、当該区域内

にある一定の要件を満たす児童発達支援センターにおいて、障害児に対す

る給食の外部搬入を認める「児童発達支援センターにおける給食の外部搬

入方式の容認事業」を実施している。 

各地方公共団体におかれては、地域の実情を踏まえ、必要に応じて活用

されたい。 

 

①  事業の概要について 
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